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令和 5年 5月 24日 

 

子育ての日イベント実施運営業務委託公募型プロポーザルに係る 

質問および回答について 

 

松江市こども子育て部こども政策課 

 

子育ての日イベント（以下「本イベント」という。）実施運営業務委託公募型プロポーザルに関して

ご質問いただいた項目について、本書のとおり回答します。 

（受付順、同様の内容はまとめて回答） 

 

 

質問事項 回答 

開催時間変更の可否 ・終了時間は 15:00～16:00の間で変更可能とします。 

想定来場者数について、会場の広さや安全面か

ら想定来場者数を相談のうえ決定させていただ

くことは可能でしょうか。 

・可能ですが、1,500 人を下限とします。 

参加費、「営利目的の内容を含まない」点につい

て、飲食や体験費、販売物など一部を有料にし

たいがよろしいでしょうか。 

・本イベントの参加費は無料とします。 

・本イベント内の個別の体験費を徴収することは可能

としますが、金額は本市と協議の上決定することとし

ます。 

・営利目的の販売は不可とします。 

水源や光熱、音響・照明確保について、庁舎の

水源（水汲みや手洗い）、電源を利用することは

可能でしょうか。また、会議室の音響設備の利

用は可能でしょうか。テラスに音響設備がある

場合、利用は可能でしょうか。 

・庁舎の水源（水汲みや手洗い）、電源を利用するこ

とは可能ですが、一般的なイベント実施に伴う利用の

範囲を超える場合については事前に本市と協議が必

要です。 

・会議室の音響設備は利用可能です。 

・テラスに音響設備はありません。 

協賛金について、チラシや会場配布物、掲示物

等に広告掲載は可能でしょうか 

・可能です。 

11 月 19 日開催の他のイベントと内容が重複し

ないようにする点について、当該イベントの内

容についてお示しいただくことは可能でしょう

か。プロポーザル中のイベントについては受託

業者や決定内容の把握が難しいため、企画段階

で情報のご提供をいただけると幸いです。 

・本市では、同日に松江市総合体育館を会場として「こ

ども職業体験イベント」を開催します。この「こども

職業体験イベント」については、本日時点で実施運営

業務委託の公募型プロポーザル募集期間中であるた

め、内容等は以下の本市ホームページに掲載の「こど

も職業体験イベント実施運営業務委託仕様書」を参照

してください。 

（ホーム＞募集＞こども職業体験イベント実施運営

業務委託公募型プロポーザル） 

なお、適宜、他イベントの情報の共有は行う予定です。 

出展者や協賛先への依頼文書発行の可否につい

て、主催者(松江市)名の依頼文書の発行してい

ただくことは可能でしょうか。 

・可能です。 
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来場者イベント保険について、補償範囲をお示

しいただきたいことと、当日は他イベントとリ

レー参加する来場者も考えられ、シャトルバス

を含め移動中や、食中毒など起因のイベントが

不明の場合も考えると、他イベント共通で保険

の加入は難しいでしょうか。 

・来場者イベント保険は、原則、各イベントの主催者

が個別に加入することとします。本イベントにおける

補償範囲は次のとおりです。 

1. 駐車場から本イベント会場の間の移動に係るもの 

2. 本イベントの来場者に係るもの 

避難経路の確保、非常用通路の表示について、

貴市が定めておられる通常の避難経路や非常用

経路をご提供いただくことは可能でしょうか。 

・可能です。 

ごみ処理や撤去後の搬出、復旧のリミットにつ

いて、ごみ処理や大型設営物等の搬出、復旧が

翌日に渡ることは可能でしょうか。 

・原則、令和 5 年 11 月 19 日午後 7 時までの撤収をお

願いします。 

庁舎利用にあたっての禁止事項について、会場

装飾の際に壁や床等に貼付してはいけない、庁

内の写真撮影は不可等、禁止事項があればご教

示ください。 

・壁面や内装に傷を付けたり、跡が残ったり、塗装が

剥げたりするような利用は禁止します。 

 

当日の人員について、貴市職員さんからの人員

サポートはありますでしょうか。 

・原則、職員の動員は想定していません。 

1 階の啓発コーナーについて、子育て支援策の啓

発ブースについての設備、備品、掲示物、人員、

動画放映設備は貴市にお願いできますでしょう

か。 

・1 階の啓発コーナーの設備、備品、掲示物、動画放

映設備は受託業者によりご手配いただきます。 

・1 階の啓発コーナーへの本市職員の配置は、啓発コ

ーナー設置内容を踏まえ必要に応じて検討します。 

松江市外からの集客について、狙いをご教示く

ださい。 

・より多くの集客を図るためです。 

ベビーカーや車いす利用者について、エレベー

ターからイベント会場（テラス、常任委員会室）

まで通路使用は可能でしょうか。対応をどのよ

うに考えたらよろしいでしょうか。 

・2 階以上を使用する企画内容とする場合、ベビーカ

ーや車いす利用者はエレベーターの利用を可能とし

ますが、不要な階への立ち入りを防ぐことと、各階の

執務室エリアへの立ち入りを防ぐための措置につい

ても併せてご提案ください。 

キッチンカーの乗り入れについて、１階テラス

や末次公園へのキッチンカーの乗り上げは可能

でしょうか。また火気使用は可能でしょうか。 

・新庁舎正面入口付近へのキッチンカーの乗り入れに

ついては、アスファルト舗装部分に限り可能です。 

・末次公園への車両の乗り入れは想定していますが、

本市公園緑地課及び関係部署との協議のうえ詳細の

場所を決定することとします。 

・1 階軒下部分の火気の使用については、傷を付けた

り、跡が残ったり、塗装が剥げたりしないような内容

としたうえで、本市へ事前に申請のうえ許可を受ける

必要があります。 

・末次公園での火気の使用について、直火は禁止とな

ります。 

思いやり駐車場の位置について、当日の来場者

駐車場、特に、思いやり駐車場についてはどの

ようにお考えでしょうか。 

・1 階正面入口付近に、思いやり駐車場として駐車可

能なスペース（自動車 3 台分）が利用可能です。 

 

他イベントとの連携について、他イベントとの

円滑な連携、相乗効果を狙いたいのですが、他

イベントとの連携・調整について、実行委員会

立ち上げや協議の場などご予定はおありでしょ

うか。 

・実行委員会の設置予定はありません。 

・適宜、他イベントの情報の共有は行う予定です。 
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次年度以降の実施について、次年度以降も「子

育ての日」の啓発事業やイベント等ご予定はお

ありでしょうか。 

・今年度の開催状況を考慮して検討します。 

末次公園について、面積や図面的なものはあり

ませんでしょうか？ 

 

・本市公園緑地課及び道・緑・水辺相談室窓口にて図

面の閲覧が可能です。 

出展ブースで来場者から参加料をいただくこと

は可能でしょうか？ 

 

・個々のブースの参加料を徴収することは可能としま

すが、設定金額は本市と協議の上決定することとしま

す。 

コンソーシアムを組んで複数社で参加すること

はできますか？ 

 

・責任の所在を明確にするため、契約の締結は参加資

格を有する者一者と契約を行います。ただし、事業の

一部を再委託することは可能です。 

一部の業務を再委託する場合、企画書提出時に

市の承諾が必要になりますか？ 

・企画書提出時に市の承諾を得る必要はありません。 

・テラスなどを利用する際、重量の制約などは

あるのでしょうか？ 

・テラスの重量制限は 1 ㎡あたり 300kg です。 

 

・各会場においてキャパの制約はありますか？

会場自体の容量と感染症対策の両方の観点でお

願いします。 

・企画内容に応じた定員の設定や参加者の入れ替えの

計画を提案内容に盛り込んでください。 

・テラスでは火を使うこと、または水を使うこ

とはできますか？ 

 

・テラスにて火気は使用できません。 

・テラスにて水の使用は可能ですが、使用後の汚水等

は適切な廃棄を行ってください。 

・授乳スペース、オムツ替えスペースは庁舎内

の設備としてありますか？別で設けたほうがよ

いですか？ 

・授乳スペース及びオムツ替えスペースとして、通常

時に相談室として使用している個室を2室程度使用す

ることが可能です。 

・駐車場はどこになりますか？また、市役所周

辺での駐車場では足りない場合会場から離れた

ところでたくさんの人が停められる駐車場など

はありますか？（パーク＆ライド＋シャトルバ

ス的に活用できるところがあれば教えてくださ

い。） 

・参加者駐車場は旧県立プール跡地広場（松江市学園

南一丁目 459 番）を使用します。あわせて、旧県立

プール跡地広場と松江市役所の間はシャトルバスを

運行させます。なお、旧県立プール跡地広場の使用に

かかる費用及びシャトルバスに係る費用は松江市が

負担します。 

以上 


